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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】設計の自由度を向上させた光電気変換コネクタ
を提供する。
【解決手段】光電気変換コネクタ２０は、支持体６８と
、支持体６８の上に設けられ、光信号を通じて光ファイ
バと接続され得る光電気変換素子６９と、光電気変換素
子６９の上部に成形された第一樹脂部材６６と、第一樹
脂部材６６の上部に成形された第二樹脂部材６７とを備
え、光電気変換素子６９と光ファイバの間で伝達される
光信号は、第一樹脂部材６６と第二樹脂部材６７の双方
を通ずるようになっている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体と、
　該支持体の上に設けられ、光信号を通じて光ファイバと接続され得る光電気変換素子と
、
　前記光電気変換素子の上部に成形された第一樹脂部材と、
　前記第一樹脂部材の上部に成形された第二樹脂部材と、
を備え、
　前記光電気変換素子と前記光ファイバの間で伝達される光信号が第一樹脂部材と前記第
二樹脂部材の双方を通ずる、光電気変換コネクタ。
【請求項２】
　前記光電気変換素子は、前記第一樹脂部材によって封止される請求項１に記載の光電気
変換コネクタ。
【請求項３】
　前記支持体の上に設けられたワイヤボンディングを更に有し、該ワイヤボンディングは
、前記光学変換素子とともに前記第一樹脂部材によって封止される、請求項２に記載の光
電気変換コネクタ。
【請求項４】
　前記第一樹脂部材の屈折率と前記第二樹脂部材の屈折率は互いに相違する、請求項１乃
至３のいずれかに記載の光電気変換コネクタ。
【請求項５】
　前記第二樹脂部材にのみ、又は、前記第一樹脂部材及び前記第二樹脂部材の双方に、前
記光信号の挙動を調整する手段が設けられている、請求項１乃至４のいずれかに記載の光
電気変換コネクタ。
【請求項６】
　前記第一樹脂部材の前記挙動調整手段は、前記光ファイバの先端に対向して配置された
受光面を含み、該受光面は、前記光ファイバからの光の進行方向に対して鋭角又は鈍角に
設定されている、請求項５に記載の光電気変換コネクタ。
【請求項７】
　前記第二樹脂部材の前記挙動調整手段は、前記光電気変換素子に対向して配置された受
光面を含み、該受光面は、前記光電気変換素子からの光の進行方向に対して鋭角又は鈍角
に設定されている、請求項５又は６に記載の光電気変換コネクタ。
【請求項８】
　前記第一樹脂部材は、透明熱硬化性エポキシ、又は、透明シリコーン樹脂であり、前記
第二樹脂部材は、ポリエーテルイミド、又は、ポリカーボネートである、請求項１乃至７
のいずれかに記載の光電気変換コネクタ。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかに記載の光電気変換コネクタと、該光電気変換コネクタと接
続される電気コネクタと、から成る光電気変換装置。
【請求項１０】
　支持体の上に設けた光学変換素子の上部を第一樹脂部材によって成形するステップと、
　前記第一樹脂部材の上部を第二樹脂部材によって成形するステップと、
を備え、
　前記光電気変換素子と前記光ファイバの間で伝達される光信号が第一樹脂部材と前記第
二樹脂部材の双方を通ずる、光電気変換コネクタの製造方法。
【請求項１１】
　前記第一樹脂部材の成形はトランスファー成形によって行い、前記第二樹脂部材の成形
は射出成型によって行う、請求項１０に記載の光電気変換コネクタの製造方法。
【請求項１２】
　前記第一樹脂部材の硬化時間は、前記第二樹脂部材の硬化時間に比べて長い、請求項１
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０又は１１に記載の光電気変換コネクタの製造方法。
【請求項１３】
　前記第一樹脂部材は、透明熱硬化性エポキシ、又は、透明シリコーン樹脂であり、前記
第二樹脂部材は、ポリエーテルイミド、又は、ポリカーボネートである、請求項１０乃至
１２のいずれかに記載の光電気変換コネクタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光電気変換コネクタ、更に言えば、２種類（以上）の樹脂部材によって成形
された光電気変換コネクタと、その製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に光電気変換コネクタとその製造方法の一例が示されている。光電気変換コ
ネクタは、光信号と電気信号の間の変換機能を有するものであり、相手コネクタである電
気コネクタと組み合わされて光電気変換装置を構成する。光電気変換コネクタを用いるこ
とにより、光電気変換コネクタに接続された光ファイバからの光信号を電気信号に変換し
て電気コネクタに伝達することができ、逆に、電気コネクタからの電気信号を光信号に変
換して光ファイバに伝達することもできる。
【０００３】
　特許文献１に開示された光電気変換コネクタには、光信号を電気信号に変換する光半導
体素子としての受光素子又は電気信号を光信号に変換する発光素子と、これら受光素子及
び発光素子（以下、受光素子と発光素子をまとめて「受発光素子」）を駆動する駆動デバ
イス、受発光素子および駆動デバイスを支持する支持部材、相手コネクタである電気コネ
クタの端子と接触し得る端子接点としての複数の端子、更に、受発光素子を駆動デバイス
に接続するとともに駆動デバイスを端子に接続する導電材としてのワイヤボンディングが
含まれる。
【０００４】
　特許文献１に開示された光電気変換コネクタでは、受発光素子等は全て、第一樹脂部材
のみによって一体成形されており、少なくとも受発光素子は、第一樹脂部材によって封止
されている。
　また、特許文献１に開示された光電気変換コネクタでは、第一樹脂部材のみに、光信号
の挙動、例えば、光軸を調整するための反射面を備えた隆起部が設けられており、また、
第一樹脂部材のみを通じて、光ファイバと受発光素子の間で光信号が伝達されるようにな
っている。尚、第一樹脂部材の外面は、第二樹脂部材によって一体成形されているが、第
二樹脂部材は、単に、第一樹脂部材を覆っているだけで、この第二樹脂部材を用いて封止
や挙動調整が行われるわけではない。
【０００５】
　特許文献１の光電気変換コネクタは、このように、第一樹脂部材のみによって受発光素
子の封止を行い、また、第一樹脂部材のみによって挙動調整を行い、更に、第一樹脂部材
のみを通じて光ファイバと受発光素子との間で光信号による通信を行うものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５３３１８３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　受発光素子のような半導体は化学的に変化し易いことが知られている。このため、受発
光素子の封止を行うにあたっては、一般には、受発光素子を化学的に破壊させないように
、例えば、不純物イオン含有量を極力抑える等、封止材料の選択には細心の注意が必要と
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なる。従って、例えば、特許文献１における第一樹脂部材の材料には、封止との関係で大
きな制約が課されることになる。
【０００８】
　また、挙動調整を行うには、高精度な成形や微細な形状が必要とされるところ、トラス
ファー成型を行うには高精度な金型が必要となるため、この結果、製造コストが増大し、
また、高密度な成形（多数個取り）は困難となる。また、射出成型では成形時における樹
脂流れや圧力が比較的大きいことから、受発光素子やその周辺に配置された比較的強度が
弱いワイヤボンディングを破壊、変形させてしまう危険が大きい。このため、第一樹脂部
材には、成形との関係でも大きな制約が課されることになる。
【０００９】
　更に、特許文献１に開示された光電気変換コネクタでは、第一樹脂部材のみを通じて光
ファイバと受発光素子の間で光信号が伝達されるから、例えば、第二樹脂部材を利用した
挙動調整を行うことはできず、光学設計の観点からも、大きな制約が課されることになる
。
【００１０】
　このように、第一樹脂部材のみによって受発光素子の封止を行い、また、第一樹脂部材
のみによって挙動調整を行い、更に、第一樹脂部材のみを通じて光ファイバと受発光素子
との間で光信号による通信を行う、特許文献１の構成では、特に、第一樹脂部材に関して
様々な制約が課されることになり、この結果、光電気変換コネクタの設計の自由度が減少
することになる。
【００１１】
　本願特許発明は、これら従来の問題点を解決するためになされたものであり、光電気変
換コネクタの設計の自由度を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の態様による光電気変換コネクタは、支持体と、該支持体の上に設けられ、光信
号を通じて光ファイバと接続され得る光電気変換素子と、を備え、前記光電気変換素子の
上部に成形された第一樹脂部材と、前記第一樹脂部材の上部に成形された第二樹脂部材と
、前記光電気変換素子と前記光ファイバの間で伝達される光信号が第一樹脂部材と前記第
二樹脂部材の双方を通ずる。
　本実施形態によれば、光電気変換素子と光ファイバの間で伝達される光信号が、第一樹
脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上）の樹脂部材を通ずることから、例えば、第
二樹脂部材によって高精度な成形を行い、第一樹脂部材については高精度な加工や微細な
形状を不要にする等して、光電気変換コネクタの設計の自由度を高めることができる。
【００１３】
　上記態様の光電気変換コネクタにおいて、前記光電気変換素子は、前記第一樹脂部材に
よって封止されてもよい。
　本実施形態では、第一樹脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上）の樹脂部材を用
いることから、第一樹脂部材については封止に特化させることができる。更に言えば、第
一樹脂部材については、例えば、光電気変換素子のような内蔵する半導体を化学的に破壊
しないように樹脂材料として不純物イオン含有量を極力抑えた材料を用いることができ、
また、射出成型ではなくトランスファー成形を用いることができる。
【００１４】
　また、上記態様の光電気変換コネクタにおいて、前記支持体の上に設けられたワイヤボ
ンディングを更に有し、該ワイヤボンディングは、前記光学変換素子とともに前記第一樹
脂部材によって封止されてもよい。
　一般の射出成型を用いた場合、配線、例えば、ワイヤボンディングは、光学変換素子と
同様に、成形時の樹脂流れや圧力によって変形してしまう可能性があるが、本実施形態で
は、第一樹脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上)の樹脂を用いることから、第一
樹脂部材については、射出成型ではなくトランスファー成形を用いることにより、そのよ
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うなワイヤボンディングについても、光学変換素子とともに、第一樹脂部材によって封止
することができる。
【００１５】
　更に、上記態様の光電気変換コネクタにおいて、前記第一樹脂部材の屈折率と前記第二
樹脂部材の屈折率は互いに相違するものとしてもよい。
　本実施形態では、第一樹脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上）の樹脂部材を用
いることから、第一樹脂部材と第二樹脂部材に、互いに異なる屈折率を設定することがで
き、これら少なくとも２種類の屈折率の組み合わせにより、光学設計の自由度を大きくす
ることができる。
【００１６】
　また、上記態様の光電気変換コネクタにおいて、前記第二樹脂部材にのみ、又は、前記
第一樹脂部材及び前記第二樹脂部材の双方に、前記光信号の光軸を調整する手段を設けて
もよい。
　本実施形態では、第一樹脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上）の樹脂を用いる
ことから、第一樹脂部材についてはトランスファー成形を用い、第二樹脂部材については
射出成型を用いることも可能である。この結果、第二樹脂部材については、高精度な成形
や微細な形状に適した射出成型によって、挙動調整手段を形成することが容易となる。ま
た、第一樹脂部材と第二樹脂部材は、共に、成形品であるから、高精度な成形や微細な形
状を要求しないのであれば、第一樹脂部材に挙動調整手段を設けることも可能であり、こ
れら少なくとも２種類の挙動調整手段の組み合わせによって、光学設計上の自由度を大き
くすることができる。
【００１７】
　更に、上記態様の光電気変換コネクタにおいて、前記第一樹脂部材の前記挙動調整手段
は、前記光ファイバの先端に対向して配置された受光面を含み、該受光面は、前記光ファ
イバからの光の進行方向に対して鋭角又は鈍角に設定されていてもよい。
　光ファイバからの光の進行方向に対して受光面を鋭角又は鈍角に設定していることから
、光ファイバに対する、受光面からの反射戻り光を減少させることができる。
　更にまた、上記態様の光電気変換コネクタにおいて、前記第二樹脂部材の前記挙動調整
手段は、前記光電気変換素子に対向して配置された受光面を含み、該受光面は、前記光電
気変換素子からの光の進行方向に対して鋭角又は鈍角に設定されていてもよい。
　光電気変換素子からの光の進行方向に対して受光面を鋭角又は鈍角に設定していること
から、光電気変換素子に対する、受光面からの反射戻り光を減少させることができる。
【００１８】
　また、上記態様の光電気変換コネクタにおいて、前記第一樹脂部材は、透明熱硬化性エ
ポキシ、又は、透明シリコーン樹脂であり、前記第二樹脂部材は、ポリエーテルイミド、
又は、ポリカーボネートであってもよい。
　本実施形態では、第一樹脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上）の樹脂部材を用
いることから、各樹脂部材について、それぞれに適した樹脂部材を選択することができる
。
【００１９】
　また、上記態様の光電気変換コネクタと該光電気変換コネクタと接続される電気コネク
タとを含む光電気変換装置が提供される。
【００２０】
　本発明の態様による光電気変換コネクタの製造方法は、支持体の上に設けた光学変換素
子の上部を第一樹脂部材によって成形するステップと、前記第一樹脂部材の上部を第二樹
脂部材によって成形するステップと、を備え、前記光電気変換素子と前記光ファイバの間
で伝達される光信号が第一樹脂部材と前記第二樹脂部材の双方を通ずる。
　本構成によれば、光電気変換素子と光ファイバとの間の光信号を利用した通信を、第一
樹脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上）の樹脂部材を通じて行う光電気変換コネ
クタのための新規な製造方法が提供される。
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【００２１】
　本発明の態様による光電気変換コネクタの製造方法は、前記第一樹脂部材の成形はトラ
ンスファー成形によって行い、前記第二樹脂部材の成形は射出成型によって行うものであ
ってもよい。
　本実施形態では、第一樹脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上）の樹脂部材を用
いることから、第一樹脂部材についてはトランスファー成形を用い、第二樹脂部材につい
ては射出成型を用いることも可能である。
【００２２】
　また、本発明の態様による光電気変換コネクタの製造方法は、前記第一樹脂部材の硬化
時間は、前記第二樹脂部材の硬化時間に比べて長いものとしてもよい。
　本実施形態では、第一樹脂部材と第二樹脂部材といった２種類（以上）の樹脂部材を用
いることから、例えば、第一樹脂部材については、第二樹脂部材よりも硬化時間の長い部
材を選択することによって、特に、第一樹脂部材については、成形時に高密度化（多数個
取り）を図ることで製造時の工程時間のバランスを取ることができる。
【００２３】
　更に、本発明の態様による光電気変換コネクタの製造方法において、前記第一樹脂部材
は、透明熱硬化性エポキシ、又は、透明シリコーン樹脂であり、前記第二樹脂部材は、ポ
リエーテルイミド、又は、ポリカーボネートであってもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、光電気変換コネクタの設計の自由度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態による光電気変換コネクタの上側斜視図と底側斜視図である
。
【図２】図１の光電気変換コネクタと嵌合され得る電気コネクタの斜視図である。
【図３】図１の光電気変換コネクタの分解斜視図である。
【図４】図１の光電気変換コネクタの中心線断面図である。
【図５】光軸調整方法を説明する図である。
【図６】挙動調整手段の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の好適な一つの実施形態による光電気変換コネク
タ及びその製造方法を説明する。
【００２７】
　図１の（ａ）、（ｂ）に、それぞれ、本発明の一実施形態による光電気変換コネクタ２
０の上側斜視図と底側斜視図を示し、更に、図２に、この光電気変換コネクタ２０と嵌合
され得る電気コネクタ９０の斜視図を示す。光電気変換コネクタ２０は、電気コネクタ９
０と嵌合することにより光電気変換装置を構成し得る。
【００２８】
　電気コネクタ９０は、樹脂等の絶縁材で形成されたハウジング９６と、このハウジング
９６の底部に設けた端子９１を含む。ハウジング９６の中央には、光電気変換コネクタ２
０を嵌合させるための嵌合凹部９２が形成されている。端子９１の一方の端部側は、基板
（図示されていない）に固定される接続部９１ａとして形成されており、他方の端部は、
上部に向って山型に突出した接触部９１ｂとして形成されている。
　光電気変換コネクタ２０と電気コネクタ９０の嵌合時には、電気コネクタ９０の端子９
１の接触部９１ｂと、光電気変換コネクタ２０の底部に露出した端子接点６８’との接触
を通じて、光電気変換装置、更に言えば、これに接続される光ファイバ１０（後述する図
５）と、基板と、の間で電気信号を通じた通信が行われる。
【００２９】
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　図３に、光電気変換コネクタ２０の分解斜視図を、図４に、光電気変換コネクタ２０の
中心線断面図を、更に示す。光電気変換コネクタ２０は、本体部としての樹脂部材（第二
樹脂部材）６７と、樹脂部材６７の底側６５に配置された支持体６８、更に、支持体６８
を覆う樹脂部材（第一樹脂部材）６６を有する。支持体６８は、通常の基板は勿論、リー
ドフレームであってもよい。基板には、コネクタ接点用のパッドを設けるのが好ましい。
また、リードフレームの場合は、後工程でフレームをコネクタ接点にするように形成する
。
【００３０】
　樹脂部材６７には、光ファイバの軸線方向（図示矢印「Ａ」方向）に沿って上下に貫通
した、位置決め溝５６が設けてある。光ファイバの心線は、軸線方向「Ａ」に沿って位置
決め溝５６に挿入されてもよい。挿入を容易にするため、心線の挿入側は幅広に形成して
もよい。同様の理由により、位置決め溝５６の最奥に向って緩やかに傾斜する案内用のテ
ーパー５８を設けてもよい。位置決め溝５６の最奥には、樹脂部材６７に溝５６’を設け
ることによって形成された、側面視略三角形状の反射部６０が設けられている。反射部６
０の背面には、光信号の挙動、例えば、光軸を調整する手段としての光軸調整ミラー６３
が形成されている。光軸調整ミラー６３は球面状に形成されているため、反射機能に加え
、集光機能をも有するものとなっている。
【００３１】
　光信号と電気信号の間の変換は、支持体６８の上に設けた光電気変換素子６９によって
行うことができる。ここでいう光電気変換素子６９には、例えば、光信号を電気信号に変
換するための光半導体素子としての受光素子（例えば、フォトダイオード（ＰＤ））、及
び、光半導体素子としての面発光型の発光素子（例えば、垂直共振器面発光（ＶＣＳＥＬ
）レーザ型の発光素子）の双方が含まれる。状況に応じて、いずれを選択してもよい。よ
り具体的には、例えば、ＬＥＤ、半導体レーザ、フォトダイオード等が含まれる。
【００３２】
　支持体６８の上には、光電気変換素子６９に加え、光電気変換素子６９を駆動するため
の駆動デバイス６９ａと、例えば、ワイヤボンディングやリード線のような配線６９ｂ、
その他の配線６９ｃが実装される。尚、ここでいう駆動デバイス６９ａは、光電気変換素
子６９が受光素子の場合は、例えば、トランスインピーダンスアンプ／リミッティングア
ンプ（ＴＩＡ／ＬＡ）を含み、また、光電気変換素子６９が発光素子の場合は、例えば、
ＶＣＳＥＬドライバを含み、いずれの場合であっても、端子接点６８’と電気的に接続さ
れ得る。電気コネクタと接触する端子接点６８’としての複数の端子は支持体６８に埋め
込まれていてもよい。また、これらの端子は、駆動デバイス６９ａの一部であってもよい
。ワイヤボンディング６９ｂは、例えば、光電気変換素子６９を駆動デバイス６９ａに接
続するとともに、駆動デバイス６９ａを端子やその他の配線６９ｃに接続する導電材とし
て利用される。
【００３３】
　支持体６８の上の各素子は、樹脂部材（第一樹脂部材）６６によって保護されている。
配線６９ｃを除く、光電気変換素子６９、駆動デバイス６９ａ、及びワイヤボンディング
６９ｂは、樹脂部材６６によって完全に封止されるのが好ましい。支持体６８の底面には
、支持体６８に設けた端子接点６８’が露出した状態で設けられている。これらの端子接
点６８’は、例えば、支持体６８に設けたビアを通じて、支持体６８の表側に配置された
配線６９ｃと導通している。
【００３４】
　樹脂部材６６の上面には、内部に向って突出した窪み６６”を設けることによって、光
信号の挙動、例えば、光軸を調整することができる凸レンズ６６’が形成されている。凸
レンズ６６’の表面は球面状とされているため、凸レンズ６６’は、樹脂部材６７の挙動
調整手段である、例えば、光軸調整ミラー６３と同様に集光機能を有する。これら凸レン
ズ６６’と光軸調整ミラー６３は、協働して光信号の挙動、例えば、光軸を調整する手段
として機能する。尚、本実施形態では、窪み６６”を使用することとしているが、使用態
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様によっては、窪みの代わりに、外部に向って突出する凸部を設けてもよい。同様に、凸
レンズ６６’の表面は必ずしも球面とする必要はなく、使用態様によっては、非球面とし
てもよい。
【００３５】
　図５を参照して、凸レンズ６６’と光軸調整ミラー６３を用いた光軸調整方法の一例を
説明する。
　尚、図５の例では、図１等に示したものと異なり、光電気変換コネクタ２０を覆うカバ
ー５２を示しているが、カバー５２は必ずしも必要ではない。カバー５２を設ける場合に
は、心線１１の挿入を容易にするため、位置決め溝５６と同様に、心線１１の挿入側を幅
広にし、また、テーパー５８の対応部分にテーパー５８’を設けるのが好ましい。
【００３６】
　光電気変換コネクタ２０に設置された光ファイバ１０は、一般に使用されているものと
同様のものと考えてよい。即ち、中心にコア１２とクラッド１３から成る心線１１を有し
、更に、心線１１の外周を覆う被覆１４を有する。光ファイバ１０はマルチモードファイ
バであるのが好ましく、材質はプラスチックであってもよいし、石英であってもよい。光
ファイバ１０から電気コネクタの端子への信号の伝達は、以下の手順で行われる。
　心線１１の先端１１’から射出された光信号は、光軸６１として示されているように、
先ず、進行方向において多少拡がりつつ、心線１１の先端１１’に対向して配置された界
面（受光面）５７を通じて反射部６０に取り込まれる。反射部６０に取り込まれた光信号
は、樹脂部材６７に形成された光軸調整ミラー６３によって、略直角に方向変換されると
ともに、凸レンズ６６’へ向けて集光される。凸レンズ６６’によって集光された光信号
は、その後、光電気変換素子６９へ入射する。入射した光信号は、光電気変換素子６９で
電気信号に変換された後、電気コネクタの端子と光電気変換コネクタ２０の支持体６８の
底部に露出した端子接点６８’との接触を通じて、外部に取り出される。尚、反射部６０
の界面５７は、光ファイバ１０からの光の進行方向（図示矢印「Ａ」））に対して鋭角又
は鈍角に設定されているため、光ファイバ１０に対する、界面５７からの反射戻り光を減
少させることができる。
【００３７】
　逆に、電気コネクタの端子から光電気変換コネクタ２０に設置された光ファイバ１０へ
の信号の伝達は、上とは逆の手順で行われる。
　電気コネクタの端子と、光電気変換コネクタ２０の支持体６８の底部に露出した端子接
点６８’と、の接触を通じて取り込まれた電気信号は、光軸６１として示されているよう
に、先ず、光電気変換素子６９を通じて光信号に変換された後、進行方向において多少拡
がりつつ、光電気変換素子６９に対向して配置された凸レンズ６６’へ案内される。その
後、凸レンズ６６’の界面（発光面）を通じて光軸調整ミラー６３へ向けて集光される。
その後、光信号は、樹脂部材６７に形成された光軸調整ミラー６３によって、略直角に方
向変換されるとともに、界面５７に向けて集光され、界面５７を通過した後に、界面５７
に対向配置された心線１１の先端１１’から光ファイバ１０へと伝達される。尚、凸レン
ズ６６’の界面は、湾曲を伴うものではるものの、反射部６０の界面５７と同様に、全体
としては光電気変換素子６９からの光の進行方向（図示矢印「Ｂ」）に対して鋭角又は鈍
角に設定されていることから、光電気変換素子６９に対する、界面からの反射戻り光を減
少させることができる。
【００３８】
　このように、本実施形態によれば、樹脂部材６６の凸レンズ６６’や樹脂部材６７の光
軸調整ミラー６３といった、複数の光軸調整手段が設けられていることから、これらの手
段に集光、屈折、反射といった光学的な機能を持たせて、光学設計の自由度を高めること
ができる。
【００３９】
　また、光電気変換素子６９と光ファイバ１０の間で伝達される光信号が、樹脂部材６６
と樹脂部材６７といった２種類（以上）の樹脂部材を通ずることから、例えば、樹脂部材
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６７によって高精度な成形を行い、樹脂部材６６については高精度な加工や微細な形状を
不要にする等して、光電気変換コネクタの設計の自由度を高めることができる。
【００４０】
　上に説明した光電気変換コネクタは、例えば、以下の方法で製造することができる。
　１．　先ず、支持体６８を準備する。支持体６８の上には、光電気変換素子６９に加え
、駆動デバイス６９ａ、ワイヤボンディング６９ｂ、その他の配線６９ｃが含まれる。
　２．　次に、これらの素子の上部を樹脂部材（第一樹脂部材）６６によって成形、好ま
しくは一体成形する。
　３．　最後に、樹脂部材６６の上部を樹脂部材（第二樹脂部材）６７によって成形、好
ましくは一体成形する。
【００４１】
　ここで樹脂部材６６による成形は、支持体６８の上の素子に直接的に行われてもよいし
、例えば、空気層を介して間接的に行われてもよい。また、樹脂部材６７による成形も、
樹脂部材６６に対して直接的に行われてもよいし、他の層（図示されていない）を介して
間接的に行われてもよい。
　但し、光電気変換素子６９やワイヤボンディング６９ｂ（更に、ワイヤボンディング６
９ｂの周辺に位置する駆動デバイス６９ａ）については、直接的な成形によって完全に封
止するのが好ましい。換言すれば、樹脂部材（第一樹脂部材）６６については封止に特化
させるのが好ましい。封止に特化させることにより、樹脂部材６６については、光電気変
換素子６９のような内蔵する半導体を化学的に破壊しないよう樹脂材料として不純物イオ
ン含有量を極力抑えた材料を用いることができる。
【００４２】
　また、封止のために一般の射出成型を用いた場合には、例えば、ワイヤボンディングの
ような配線６９ｂを、成形時の樹脂流れや圧力によって変形させてしまう危険があるが、
樹脂部材６６についてはトランスファー成形を用いることとして、そのような問題を解消
することもできる。
【００４３】
　このように、樹脂部材６６と樹脂部材６７といった２種類（以上）の樹脂部材を用いて
成形を行うことにより、光電気変換コネクタの設計の自由度は飛躍的に向上することにな
る。
　例えば、樹脂部材６６についてはトランスファー成形を用い、樹脂部材６７については
射出成型を用いることにより、樹脂部材６７については、高精度な成形や微細な形状に適
した射出成型によって挙動調整手段を形成することができる。ここで樹脂部材６６のトラ
ンスファー成形には、例えば、透明熱硬化性エポキシや透明シリコーン樹脂を、一方、樹
脂部材６７の射出成形には、例えば、透明な熱可塑性樹脂である、ポリエーテルイミドや
ポリカーボネートを、それぞれ用いることができる。尚、ここでの「透明」は、伝達され
る光信号の波長との関係において透明であれば足り、人間の視覚の上では着色されている
ようなものであってもよい。従って、樹脂部材６６及び樹脂部材６７は透明であることは
要するものの、それらに着色することもできる。
【００４４】
　また、樹脂部材６６と樹脂部材６７といった２種類（以上）の樹脂部材を用いて成形を
行うことにより、樹脂部材６６については樹脂部材６７よりも硬化時間の長い部材を選択
して、樹脂部材６７については、成形時に高密度化（多数個取り）を図ることで製造時の
工程時間のバランスをとることができる。
　更に、樹脂部材６６と樹脂部材６７に、互いに異なる屈折率を設定して、これら少なく
とも２種類の屈折率の組み合わせにより、光学設計の自由度を向上させることができる。
【００４５】
　尚、樹脂部材６６と樹脂部材６７はいずれも、ジェル等の不定形のものではなく、所定
の硬度を有した成形品であるから、これらの双方に挙動調整手段を設けることができる。
この結果、これら少なくとも２種類の挙動調整手段の組み合わせによって、光学設計上の
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自由度を向上させることができる。但し、樹脂部材６７に高精度な成形や微細な形状を設
けることができるのであれば、必ずしも樹脂部材６６に挙動調整手段を設ける必要はない
。
【００４６】
　図６に、挙動調整手段の変形例を示す。ここでは、樹脂部材６６の上面に、凸レンズ６
６’の代わりに平坦な傾斜面７０が形成されている。光軸６１’として示されているよう
に、この場合、傾斜面７０は凸レンズ６６’のような集光機能は有しないが、凸レンズ６
６’と同様に、光電気変換素子６９からの光の進行方向（図示矢印「Ｂ」）に対して鋭角
又は鈍角に設定されていることから、これによって、光電気変換素子６９に対する、受光
面からの反射戻り光を減少させることができる。
【００４７】
　尚、本発明は、上述した実施の形態に限定されるわけではなく、その他種々の変更が可
能である。例えば、上に示した好ましい一つの実施形態では、樹脂部材６６の材質等と樹
脂部材６７の材質等は互いに異なるものとして説明したが、例えば、樹脂部材６６、６７
を別々の成形過程で製造したことによって屈折率の相異や成分の相異が生ずるのであれば
、それらの材質等は同じであってもよい。
　従って、ここに開示された実施形態は例示であって制限的なものではなく、本発明の範
囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲によって定められるべきであり、特許請求の範
囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　光電気変換コネクタに広く用いることができる。
【符号の説明】
【００４９】
１０　光ファイバ
２０　光電気変換コネクタ
５６　位置決め溝
５７　界面
６０　反射部
６１　光軸
６３　光軸調整ミラー（反射面）
６６　樹脂部材（第一樹脂部材）
６６’　反射面
６７　本体部（第二樹脂部材）
６８　支持体
６９　光電気変換素子
６９ｂ　ワイヤボンディング
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